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様式第五号（第十四条の三関係） 

                                                                               （Ａ４） 
 ３ １ ０   

                           登 録 申 請 書  

                                        （第 一 面） 

 

                      宅地建物取引業法第 19 条第 1 項の規定により、同法第 18 条第 1 項の登録 

                       を申請します。 

                                 令和元年１２月１５日 
 

                       宮崎県知事 殿 
 

                                          郵便番号 (８８０－０９４３) 

                            申請者  住  所 宮崎県宮崎市生目台西○－○○－○ 

                                        氏  名  北俣 綾                   
                                          
          受付番号               受付年月日              登録番号         
                                
        
 
項番 ◎申請者に関する事項  
 フ リ ガ ナ              キ タ マ タ  ア ヤ               

氏    名 北 俣  綾                 

生 年 月 日              Ｈ  ０ １ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 性 別 ２   1.男 2.女 
 

郵 便 番 号              ８ ８ ０  ０ ９ ４ ３      
 

住 所 市 区 町 村 ｺ ｰ ﾄ ﾞ                ４ ５ ２ ０ １ ７ 宮崎 都道府県 宮崎 市郡区   区町村 

住    所 
生 目 台 西 ○ － ○ ○ － ○            

                    

電 話 番 号              ０ ９ ８ ５ － ４ ８ － × × × ×      

本 籍 市 区 町 村 ｺ ｰ ﾄ ﾞ                ４ ５ ２ ０ ２ ５ 宮崎 都道府県 都城 市郡区   区町村 

本    籍 
鷹 尾 ○ 丁 目 ○ ○ 番               確 認 欄     

 ＊                        
 
 
     ◎実務経験に関する事項  
  実 務 経 験 先 の 免 許 証 番 号                ４５ (2)   ６８１１ 商号又は名称 株 式 会 社 綾 北 開 発 不 動 産    

 実 務 経 験 先 で の 職 務 内 容                営 業         期 間 Ｈ２４０４０１～ Ｈ２８０３３１

 実 務 経 験 先 の 免 許 証 番 号                  ( )       商号又は名称              

 実 務 経 験 先 で の 職 務 内 容                          期 間        ～        

 実 務 経 験 先 の 免 許 証 番 号                  ( )       商号又は名称           

 実 務 経 験 先 で の 職 務 内 容                          期 間        ～        

 合  計  ４ 年  ０ 月間  
 
 
                                                                                    確 認 欄     
 
                                                                                 
 
 
     ◎国土交通大臣に関する事項                                            確 認 欄     
 
   認 定 コ ー ド              １  認定年月日             Ｈ ２８ 年 ０３ 月 ０２日   
 
     ◎試験に関する事項                                                確 認 欄      
   合 格 証 番 号              １ ９ ４ ５ ０ ０ × ×  合格年月日             Ｒ ０１ 年 １２ 月 ０４ 日   
 
     ◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項  
 

  商号又は名称 株 式 会 社 綾 北 開 発 不 動 産          
  確 認 欄                         

  免 許 証 番 号              ４ ５ (２)   ６ ８ １ １                                   
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・当該 記入例 は、宮崎県知事の登録者を対象としたものです。 
・黒色のボールペン等（耐水性のもの）で記入してください（鉛筆書きや文字が消えるものは不可）。 

・ 記入例 、各注意事項及び備考頁を熟読の上、
作成してください。 

・「備考」のみのページの提出は不要です。 

６月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の
写真。写真の裏面に申請者の氏名を記入（表面にインクがにじま

ないように、また、凹凸が出ないように注意）。 

自治体名(○○市､△△郡□□町)までを

この欄に記入し､それ以下は｢住所｣｢本
籍｣欄に記入(政令指定都市(※宮崎県内
はなし)の場合は行政区まで上段｡ 

(例) 
宮崎県延岡市祇園町○－○－○ 

(上段)宮崎県延岡市 

(住所･本籍欄)祇園町○－○－○ 
宮崎県延岡市北川町川内名○○○○ 
 (上段)宮崎県延岡市 

 (住所･本籍欄)北川町川内名○○○○ 
宮崎県東臼杵郡門川町本町○－○ 

(上段)宮崎県東臼杵郡門川町 

(住所･本籍欄)本町○－○ 

住所は｢丁目｣｢番｣及
び｢号｣を－(ﾊｲﾌﾝ)に
置き換え、建物名称
や部屋番号は住民票
のとおり記入。 

本籍は｢丁目｣｢番｣な
どを戸籍のとおり記
入。－(ﾊｲﾌﾝ)で区切
らない）。 

項番 12 と 13 のいずれかを記入 
（この 記入例 では、参考のため両方記入している）。 

登録実務講習の場合、認定コードは「１」、 
認定年月日は修了証の「交付年月日」を記入。 

合格証書より転記。 
 

【様式第五号の二】実務経験証明書の内容と合致。 

宅地建物取引業者の業務に従事している場合記入。 
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姓と名の間に１文字分空けて記入。 

顔の大きさ２cm 程度 

記入例 

市区町村
コード表 
参照 

濁音及び半濁音も１文字として扱う。 

(株)、(有)などと略さない。 

戸籍どおりの 
字体で記入。 

関連する様式等（内容によって提出が必要） 

この記入例は、他書類記入例と連動しています。 

現在も継続して勤務

している場合､期間

の終期は申請日前日 

福岡県福岡市中央区天神○－○－○ 
(上段)福岡県福岡市中央区 
(住所･本籍欄)天神○－○－○ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ ＊ ＊ 

・複数業者で実務経験があるが、その一部で「申請時から過去10年
以内に２年以上の実務経験」があるときは、それ以外の期間を記
載する必要はない。 

・１業者で複数の事務所を異動している場合、分けて記入するので
はなくまとめて記入すること（間が空いている場合を除く）。 

月単位。１月に満たない日数については

20日を１月として計算。 

｢経理｣等宅地建物取引業に従事していた
と認められないような職務内容は不可。 
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（第二面） 

 

           証    紙        欄 
 

           （消印してはならない） 

 

宮崎県収入証紙 ３万７千円分 
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様式第六号（第十四条の三関係） 

（Ａ４） 

 

誓 約 書 
 

私は、宅地建物取引業法第18条第１項第３号から第12号までに該当しない
者であることを誓約します。 

令和元年１２月１５日 

氏名 北俣 綾        

宮崎県知事 殿 
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様式第五号の二（第十四条の三関係）                       （Ａ４） 

 

実 務 経 験 証 明 書 
 
 

 （フリガナ） 

 

被証明者氏名 

キタマタ アヤ 

 

北俣 綾 

実務経験先及び在職期間 証 明 者 

免許証番号 ４５（２）６８１１ 免許証番号 国土交通大臣（  ）第  号 
 

宮崎県知事（ ２ ）第６８１１号 商号又は名称 株式会社綾北開発不動産 

職務内容 営業 商号又は名称 株式会社綾北開発不動産 

従業者証明書番号 １２０４１２ 

在職期間 

平成２４年 ４月 １日から 

 

平成２８年 ３月３１日まで 

 

  ４年 ０月間 

代表者氏名 
代表取締役 

大橋 照葉     

免許証番号  免許証番号 国土交通大臣（  ）第  号 
 

   県知事（  ）第  号 商号又は名称  

職務内容  商号又は名称  

従業者証明書番号  

在職期間 

  年  月  日から 

 

年  月  日まで 

 

     年  月間 

代表者氏名  

免許証番号  免許証番号 国土交通大臣（  ）第  号 
 

   県知事（  ）第  号 商号又は名称  

職務内容  商号又は名称  

従業者証明書番号  

在職期間   年  月  日から 

 

年  月  日まで 

 

     年  月間 

代表者氏名  

 在職期間計 ４年０月間  

 

 

備考 

１ 証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人で

あるときは、その役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。 

２ 証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。 

３ 実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。 

証明を受けようと
する者の氏名。 

申請時から過去10年以内に２年以上の実務経験が必要。 

登録を実務経験に関する事項（項番 12 ）で行う場合必要 

宅地建物取引士の資格登録に当たり実務経験での登録申請をする場合、「宅地建物取引業に従事する者」として免許権者に届け出

られていることが必要です。また、実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けている【様式第八号の二】従業者名簿に氏名等が

掲載されていることが必要です（従業者異動時に届出義務がない免許権者の場合は、免許申請時に従事する者として氏名が掲載され

ているか、又は従業者名簿のみ掲載）。 

 このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての業務又は宅地建物取引業者の従事者と

しての顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関する業務をいいます。宅地建物取引業の取引実績がない場合や主たる業務が宅地

建物取引業でない場合は実務経験とは認められません。そのため、従事者に氏名が掲載されていても、主たる職務内容が受付、秘

書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、このほか単に補助的な事務は、実務経験とは認められませんので御留意ください。 

・複数業者で実務経験があるが、その一部で「申請時から過去10年

以内に２年以上の実務経験」があるときは、それ以外の業者から
証明をもらう必要はない（１箇所で２年に足りない場合は、複数
業者からの証明が必要）。 

・１業者で複数の事務所を異動している場合、分けて記入するので
はなくまとめて記入すること（間が空いている場合を除く）。 

・申請書（第一面）項番 12 と内容が合致していること。 

月単位。１月に満たない日数につ

いては20日を１月として計算。 

要確認 
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備 考 

①   申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 

②   氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、

その際、濁点及び半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」も欄も姓と名の間に１文

字分空けて左詰めで記入すること。 

③  「生年月日」、「認定年月日」及び「合格年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する

元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「０」を

記入すること。 

 

（記入例）   

 

 

④   「性別」の欄は、該当する番号を記入すること。 

⑤   「住所市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国

地方公共団体コード」）により該当する市区町村のコードを記入すること。 

⑥   「住所」の欄は、⑤により記入した所在地市区町村コードによって表される市区町村に続

く町名、街区符号、住居番号等を、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で

区切り、上段から左詰めで記入すること。 

 

（記入例）  

 

 

⑦   「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、左

詰めで記入すること。 

 

（記入例）  

 

⑧   「本籍市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国

地方公共団体コード」）により、本籍地の所在する市区町村のコードを記入すること。なお、

外国籍の場合には、         と記入すること。 

 

⑨   「本籍」の欄は、⑧により記入した本籍市区町村コードによって表される市区町村に続く

町名、街区符号、住居番号等を、戸籍のとおりに、上段から左詰めで記入すること。なお、

外国籍の場合には記入しないこと。 

 

（記入例）  

 

⑩   「免許証番号」の欄は、免許権者については、下表より該当するコードを記入すること。

ただし、免許権者が北海道知事である場合には、５１～６４のうち該当するコードを記入す

ることとし、信託会社及び信託業務を兼営する銀行については、（記入例）㋑に従うこと。 

 

（記入例）㋐

  

  

     ㋑

  

4 5 (5) 1 0 0 　[宮崎県知事（５）第１００号の場合]

4 5 ( ) 5 0 　[宮崎県知事届出第５０号の場合]

9 9 0 0 0 0 

０ ９
 

８
 

５ －
 

２ ６ －
 

× × × × 

橘 通
り 

東
 

２ －
 

１ ０ －
 

１    

橘 通
り 

東
 

弐 丁
 

目 拾 番
 

壱 号   
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  00  国土交通大臣  16  富山県知事  32  島根県知事  51  北海道知事（石狩）  
   17  石川県知事  33  岡山県知事  52  北海道知事（渡島） 
 02  青森県知事  18  福井県知事  34  広島県知事  53  北海道知事（檜山） 
 03  岩手県知事  19  山梨県知事  35  山口県知事  54  北海道知事（後志） 
 04  宮城県知事  20  長野県知事  36  徳島県知事  55  北海道知事（空知） 
 05  秋田県知事  21  岐阜県知事  37  香川県知事  56  北海道知事（上川） 
 06  山形県知事  22  静岡県知事  38  愛媛県知事  57  北海道知事（留萌） 
 07  福島県知事  23  愛知県知事  39  高知県知事  58  北海道知事（宗谷） 
 08  茨城県知事  24  三重県知事  40  福岡県知事  59  北海道知事（オホ） 
 09  栃木県知事  25  滋賀県知事  41  佐賀県知事  60  北海道知事（胆振） 
 10  群馬県知事  26  京都府知事  42  長崎県知事  61  北海道知事（日高） 
 11  埼玉県知事  27  大阪府知事  43  熊本県知事  62  北海道知事（十勝） 
 12  千葉県知事  28  兵庫県知事  44  大分県知事  63  北海道知事（釧路） 
 13  東京都知事  29  奈良県知事  45  宮崎県知事  64  北海道知事（根室） 
 14  神奈川県知事  30  和歌山県知事  46  鹿児島県知事   
 15  新潟県知事  31  鳥取県知事  47  沖縄県知事   

 

⑪   「実務経験に関する事項」の「商号又は名称」の欄は、左詰めで記入すること。 

⑫   「実務経験に関する事項」について記入しきれないときは、欄外に必要事項を記入し、

「合計」の欄は、欄外に記入した実務経験を含めて記入すること。 

⑬   「期間」の欄は、それぞれ、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとと

もに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。 

 

（記入例）  

 

 

⑭   「認定コード」の欄は、下表より該当する認定の内容のコードを記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮   「合格証書番号」の欄は、右詰めで記入すること。 

⑯   業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項の「商号又は名称」の欄は、上段から左詰

めで記入すること。 

　国土国通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する事務についての講習を修
了した者
　国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建
物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が通算して２年以
上である者
　上記に掲げる者のほか、国土交通大臣が宅地建物取引業法だい18条第１項に規
定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を
有する者と同等以上の能力を有すると認めた者

1

2

3

交

第 


